
　イチゴとトマトの本格出荷を前に、ＪＡにしみの旧池辺支店に
おいて、目揃え会が開催されました。参加者らは市場取引の効率
化を図るため、出荷規格や選別方法などを入念に確認しました。
このように、毎年目揃え会を開催し、しっかりと規格を統一して
出荷することを続けているため「養老育ち」のブランド力は保たれ
ています。
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企画財政課　☎32－1102

　養老町出身で名誉町民である日本画家・土屋禮一氏の作品「紅葉譜」が町役場２階公室に設置されました。土屋氏は、
日本芸術院会員、公益社団法人 日展の副理事長を務めるなど、現代日本を代表する日本画家の一人として活躍され、
昨年の秋には、芸術文化の分野での顕著な功績が認められて旭日中綬章を受章されました。風景画を中心に描かれ
る作品はどれも高く評価されており、代表作である「赤い沼」は文化庁に買い取りを受けました。また、令和の皇位
継承の際の大嘗祭後に行われた大饗の儀において、皇居・宮殿の豊明殿に飾られた「主基地方風俗歌屏風」の制作も
担当されました。
　今回、町制施行70周年のレガシーとして購入した「紅葉譜」は、どこかなつかしさを感じさせる土屋氏らしい作品
となっており、令和２年の日本美術展覧会に出品されていました。その後、令和７年６月までは総理大臣官邸に飾
られ、令和８年１月からふるさとである“養老町”に飾られることとなりました。これも土屋氏が大切にされている
「有由有縁」の言葉のとおり、偶然ではなく、理由があって結びついているように思われます。この「紅葉譜」について、
土屋氏の意向を踏まえ、町民の皆さまにも広くご観覧いただけるよう、下記の日程で一般公開することとしました
ので、お気軽にお越しください。

日　時：２月７日（土）・８日（日）・11日（水・祝）　いずれも10時～ 16時
場　所：町役場２階　公室

「紅葉譜」と作者の土屋禮一氏

だださ

日（日）・11日（水・祝）　いずれも10時～ 16８日 祝祝） いずいずずれれも1100時時～ 1166時
室

「紅葉譜」の一般公開のお知らせ

い。さいい。

・11 水・日（日）・11日（水（水・祝

「 葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉葉譜」「「 葉葉葉葉譜

　土屋 一氏の日本画「　葉譜」が
　　　　町役場２階公室に設置されました
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まちのまちの話題 い ろ
い ろ

雲間から差し込む希望の光雲間から差し込む希望の光

　１月１日（木）に養老公園 楽市楽座・養老において「初日
の出を見る会」が開催され、2026年の幕を開けるご来光を
拝むため、県内外から多くの人が訪れました。この日は小
雨がちらつき、厳しい寒さの中でしたが、来場者は町民有
志によって振る舞われた豚汁を食べて身体を温めながら日
が出るのを待ちました。
　天候の影響により、初日の出を見られるのか心配する声
もありましたが、濃尾平野が広がる東の空の雲間からオレ
ンジ色に耀く太陽の光が差し込むと、来場者は大きな歓声
を上げ、スマートフォンで写真に収めていました。それぞ
れの思いを胸に初日の出を眺め、今年１年が幸多きものと
なるよう輝く太陽に願いを込めました。

　１月６日（火）に町中央公民館 中ホールにおいて、令和８年
養老町新年互礼会を開催しました。個々のあいさつ回りの効
率化を図るとともに相互に交流を深めることを目的として開
催し、町内各種団体や企業、官公庁などから約100人が参加し
ました。
　川地憲元町長はあいさつの中で「今年の干支である

ひのえうま

丙午は、
事業の発展や努力が実を結ぶ『躍動の年』です。町の重要施策
がしっかり実を結ぶよう、皆さまや町職員と一丸となって推
進していきたいと思います」と話し、地域の結束を呼びかけま
した。また、新年を記念し、「地方から創る 新しい日本の形」
と題し、日本の発展を支える地域の在り方について、江崎禎
英知事により講演も行われました。

まちの結束強める機会にまちの結束強める機会に

　養老町上水道事業第５ポンプ場の完成を祝い、12月９日
（火）に竣工式典が行われました。今回完成した第５ポンプ場
は第１ポンプ場と連携して区域内に配水する重要な施設であ
り、耐震化事業として更新が進められました。これにより西
部簡易水道が上水道に統合され、町の水道インフラの強靱化
に繋がります。
　川地憲元町長はあいさつの中で「第５ポンプ場の竣工によ
り、町内全域に上水道が行き渡ることとなりました。完成に
あたり、地域の皆さまや建設に携わった皆さまのご尽力やご
協力に感謝しています。町民の皆さまの生活にかかすことの
できない上水道をしっかりと整備し、これからも安心・安全
な水を供給してまいります」と決意を新たにしました。

すべての町民へ安心・安全な水をすべての町民へ安心・安全な水を

　12月６日（土）に町中央公民館 中ホールにおいて、令和
７年度 養老町人権擁護推進大会が開催されました。小・
中学生４人による人権をテーマとした意見発表が行われた
あと、中村雄一さんによる「子どもと共に未来をつくる人
権教育」を演題とした講演が行われました。中村さんは戦
地での体験から「人は辛い状況になると『違い』を見つけて
攻撃し、戦争が起こります。戦争が始まると、人権は軽ん
じられ、ほとんどなくなってしまいます。平和でないと人
権は尊重されません。人権を守るというのは、互いに認め
合い、ともに生きることで、誰もが笑顔でいられることだ
と思います」と自身が考える“人権”について話しました。

誰もが笑顔でいられる世界のために誰もが笑顔でいられる世界のために
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まちのまちの話題 い ろ
い ろ

　12月16日（火）に笠郷小学校にて芸術鑑賞会が開催され、
大垣西高等学校和太鼓部による演奏が披露されました。児
童たちは和太鼓の演奏を鑑賞するとともに、太鼓を叩く体
験や太鼓に合わせて手拍子でリズムを取ることにより、楽
しみながら日本の伝統的な和楽器やリズム感への理解を深
めました。また、楽しむだけでなく、敬意を持って鑑賞す
ることで、エチケットや社会性、公共性を身に付ける機会
としました。
　児童たちは「太鼓の音はとても迫力があり、力強く身体
に響いてきて、感動しました。今日の演奏や体験は忘れら
れない思い出になりました」と部員に対してお礼を述べ、
迫力満点の演奏に大興奮でした。

和太鼓の迫力に震える心和太鼓の迫力に震える心

　養老町の魅力を発信し、地域の活性化に繋げるため、愛
知芸術高等専修学校の美容師コースの生徒らが取り組んだ
まちおこしプロジェクト「まちワク計画 養老」の成果を報
告するため、12月18日（木）に川地憲元町長を訪問しました。
　養老町が持つ“古くからある魅力”と美容を学ぶ高校生が
生み出す“新しい魅力”を若い視点で表現するため、養老町
への理解を深め、向き合うとともに、日頃学んでいる知識
を生かし、ヘアメイクやモデル、カメラなどを自分たちで
担当し、構成を練ってポスターを制作しました。いただい
たポスターは町役場や養老公園において、来庁した皆さま
にご覧いただけるよう掲示いたします。

古くからある魅力×新しい魅力古くからある魅力×新しい魅力

　12月４日（木）に養老こども園の５歳児が町役場に来庁し、
行政の役割や仕事について学びました。園児たちは町職員に
案内されながら、町役場庁舎の１階から４階までの各課を見
学し、それぞれの課がどういった仕事をしているところなの
か説明を受けました。窓口での接客や事務作業をしている様
子を実際に見て回ると「今はなにをしているの？」「仕事に使
う道具にはどんなものがあるの？」などの質問があり、興味
津々でした。また、町政の方針が決定される議場の見学では、
実際に椅子に座って厳かな雰囲気を味わいました。
　また、園児たちから感謝の気持ちとして令和８年のカレン
ダーが贈られましたので、町役場に掲示して利用させていた
だきます。

見て聞いて知る“やくばのしごと”見て聞いて知る“やくばのしごと”

　12月22日（月）に養北こども園で開催されたクリスマス
会にサンタクロースに扮した川地憲元町長が参加し、園児
たちと交流しました。サンタクロースを歓迎するため、園
児たちにより歌やダンス、ペープサート劇が披露され、そ
のお礼として園児一人ひとりに対して声をかけながらプレ
ゼントが手渡されました。園児たちはサンタクロースが普
段どのような生活をしているのか、とても気になるようで
「サンタさんは冬以外には、どんな仕事をしているんです
か？」「どんなおうちに住んで、どんなものをたべている
んですか？」「手紙を書いて窓に貼っておいたのですが、
読んでくれましたか？いつ読んでくれているのですか？」
などの質問がありました。

教えて！サンタさん教えて！サンタさん
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企画財政課　☎32－1102

明るい新年を迎えるために明るい新年を迎えるために

　12月10日(水)に養老公園 こどもの家ホールにおいて、
年末年始特別警戒および年末の交通安全県民運動出発式が
開催されました。船附こども園の園児によるフラッグダン
スで幕を開け、「交通ルールを守ろう」と文字を並べてかわ
いらしく呼びかけました。また、養老警察署の一日警察署
長に委嘱された大垣市上石津町在住のプロライダーである
岡崎静香選手は「乗り物も刃物と同じで、とても便利なも
のですが、扱い方を間違えると人を傷付ける凶器となりま
す。皆さまもその認識を常に持って運転してください」と
運転時の心構えについて話しました。
　また、事故のない年末とするため、町内スーパーにおい
て年末の交通安全県民運動の啓発および広報活動を実施し
ました。

　12月５日（金）に日吉公民館室原分館において、近代中
国の作家である

いくたっ ぷ

郁達夫の生涯における研究成果をまとめた
書籍「郁達夫 文学の青春 ―大正期名古屋における中国人留
学生の足跡―」の著者である高文軍先生を講師として迎え、
多度山瀑泉流 養老吟詠会が主催する研修会が行われまし
た。
　郁達夫は養老町出身の漢詩人である冨長蝶如と大変親交
が深く、特に唐詩の話では互いに詩を詠み、感想を述べ合い、
詩論を行ったそうです。また、養老にも訪れており、養老
山中での作品も残しています。研修会では、郁達夫の歩み
をたどり、詩才あふれる美しい作品に触れながら、養老と
郁達夫との縁について理解を深めました。

中国のエリート作家 郁達夫と養老の縁中国のエリート作家 郁達夫と養老の縁

新築・建売・中古住宅を購入した人や孫育てをしている人に補助金を支給しています！

町内で住宅を購入した人および孫育てをしている人を支援し、町への移住定住を促進するため、一定の条件を満たした
人に対して補助金を交付しています。

○若者定住マイホーム取得支援事業補助金
補助金額　町内で新築・建売・中古住宅を取得したＩ・Ｊターン世帯　30万円、Ｕターン世帯　25万円
※Ｉ・Ｊターン世帯とは、世帯全員が初めて町に転入する世帯
　Ｕターン世帯とは、町外へ転出してから２年以上経過後、本町へ再度転入する人を含む世帯

○三世代同居・近居住宅取得支援補助金
補助金額　町内で新築・建売・中古住宅を取得した三世代同居・近居世帯　最大30万円
※三世代同居・近居世帯とは、町内で「祖父母・父母・中学生以下の子ども」が同居・近居する世帯

※若者定住マイホーム取得支援事業補助金および三世代同居・近居住宅取得支援補助金は、住宅取得後（登記完了後）６カ
月以内に申請する必要があります。なお、町内に10年以上定住する意志があることが必須であり、それ以前に転出し
た場合には補助金を返還していただくこととなります。また、両補助金ともを併用することはできません。

○孫育てサポート補助金
補助金額　父母が就労などにより保育できない１歳から３歳未満の孫を、３カ月以上継続して

保育する祖父母に対し、孫１人につき月額５千円を支給します

詳細や提出書類の様式などは、町ホームページに掲載していますので、申請前に必ず内容をご確認ください。
リフォームは当制度の対象外です。ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。

養老　移住定住ガイド
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対象地区 月　日 対象地区 月　日

高田・室原 池辺
広幡・上多度 笠郷
小畑・多芸

全地区
養老・日吉

※初日は大変混み合いますので、できるだけ地区ごとの指定日のご来場にご協力ください。
※地区ごとの指定日に都合のつかない人は、申告期間中に都合のつく日にお越しください。

町では、町県民税および所得税の申告相談を次の日程で行います。
なお、申告会場での皆さまの待ち時間を少しでも減らすため、帳簿や領収書などは必ず事前に集計・整理
を行い、収支内訳書や医療費控除明細書などを作成してお越しください。
また、申告には『利用者識別番号』が必要です。既に取得している人は番号がわかるもの（税務署が発送する

『確定申告のお知らせ』や『利用者識別番号等の通知』など）をお持ちください。まだ取得していない人は会場で
職員が取得しますのでご安心ください。

※申告会場では、８時30分より受付番号札を先着順で配付します。
※番号札は先着順で配付しますが、申告に必要な書類（収支内訳書・医療費控除明細書など）が不足
している場合には、書類がそろってからの案内となります。
※順番の呼び出しの際に不在の場合は、その番号は無効となり、新たに番号札を取り直していただ
くことになります。
※会場の混雑状況により入場をお断りし、後日の来場をお願いすることがあります。

場　　所　町役場　４階大会議室（高田798番地）
開設期間　２月16日(月) ～３月16日(月)（土・日曜日、祝日を除く）
時　　間　９時～ 16時

●事業所得や不動産所得がある人は収支内訳書を準備してください。
●医療費控除を受ける人は医療費控除明細書を作成してください。
●外貨預金の解約などで為替差益が生じた人が申告をする場合は、所得額がわかるようにご準備ください。
●税務課窓口では申告の相談は行いません。確定申告書は名古屋国税局業務センターへ直接郵送してくだ
さい。

●町の申告会場では下記①～⑩に該当する申告は受け付けしていません。

　税務署の確定申告会場（大垣市情報工房）で申告してください。
①令和８年度（令和７年分）以外の申告
②青色申告
③消費税・贈与税の申告
④土地・建物や株式などの譲渡所得の申告
　（国・県・町に土地・建物を売った場合を除く）
⑤分離課税の申告

⑥雑損控除の申告
⑦繰越控除の申告
⑧初めての住宅借入金等特別控除の申告
⑨準確定申告（亡くなった人の申告）
⑩その他内容が複雑な申告

２月17日(火)・３月２日(月)
２月18日(水)・３月３日(火)
２月19日(木)・３月４日(水)

２月20日(金)・３月５日(木)

２月24日(火)・３月６日(金)
２月25日(水)・３月９日(月)

２月16日(月)・26日(木)・27日(金)
３月10日(火)・11日(水)・12日(木)
13日(金)・16日(月)

税の申告は正しくお早めに税の申告は正しくお早めに

◎申告会場

　「養老町役場」に申告会場を開設します。



は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

年金収入が下記の金額
を超えていますか？
【64歳以下】98万円
【65歳以上】148万円

は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

社会保険料控除や扶養
控除などの追加や変更
はありますか？

い い えい い え

は いは い

年末調整されていない分の
給与収入金額とその他の所
得の合計が20万円（※２）
を超えていますか？

は いは い

年金以外の所得の合計
が20万円（※３）を超え
ていますか？

は いは い

い い えい い え

社会保険料控除や扶養
控除などの追加や変更
はありますか？

所得の合計額が95万円
（※１）を超えていますか？

は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

年末調整はされています
か？

年金以外の所得が
ありますか？

※２
年金収入の場合、
下記の金額
【64歳以下】80万円
【65歳以上】130万円

※３
給与収入の場合95万円

※１
給与収入の場合160万円

養老町内にお住まいの人
に扶養されていますか？

給与収入が2,000万円
を超えていますか？

年金収入が400万円
を超えていますか？

所得の合計額が95万円
を超えていますか？

は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え は い 　 　 い い えは い 　 　 い い え

① 所得税の確定申告もしくは
町県民税の申告が必要です

② 町県民税の申告が必要な場
合があります

所得税の確定申告が必要
です

③

④ 所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません

⑤ 勤務先から養老町に「給与支払報告書」が提出されている場合は、所得税の確定申告・町県民税の申告は必要ありません
（提出されているか不明な場合は、勤務先にお問い合わせください）

所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。
なお、所得税の確定申告の「住民税・事業税に関する事項」欄に、該当する事項・
金額があれば必ず記入してください。

【※次のいずれかに該当する人は「収入なし」の申告をしてください】
国民健康保険税や介護・後期高齢者医療保険料などの算定や、扶養、融資など各
種申請で所得の証明が必要な人

所得税が源泉されていて申告によって還付を受ける人は確定申告が必要です。
所得税の確定申告をした人は、町県民税の申告は必要ありません。

主に給与収入 主に年金収入 主に営業・農業・不動産
収入なしまたは非課税所得
のみ（遺族の受ける恩給や年
金、障害年金、失業給付など）

※フローチャートは一般的な例を示しています。
ご自身の状況によって変わる場合もありますので、
不明な点は税務課までお問い合わせください。

い い えい い え

は いは い

い い えい い え

申告フローチャート申告フローチャート申告フローチャート



書類がそろっていないと受け付けできない場合があります。
下のチェックリストを使って持ち物がそろっているか事前に確認しておきましょう。

○給与所得控除の見直し
　給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
　◆対象者：給与の収入金額が190万円以下の人（給与の収入金額が190万円超の人は変更ありません）
※給与所得控除の見直しに伴い、家内労働者などの事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証
額が55万円から65万円に引き上げられます。
○特定親族特別控除の創設
　　生計を一にする19歳以上23歳未満の親族などで、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の人がいる場合に親族など
の合計所得金額に応じて所得控除の適用を受けられます。
○扶養親族等の所得要件の見直し
　１．扶養親族等、同一生計配偶者の前年の合計所得金額要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
　２．ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。
　３．勤労学生の前年の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。
○子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
　　住宅ローン控除について、令和６年に引き続き令和７年においても、子育て世帯等（18歳以下の扶養親族を有する人または
自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の人）が新築住宅等に入居する場合は借入限度額が、認定住宅は5,000万円、ZEH
水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円上乗せされます。また、床面積要件が緩和されます。
　住宅ローンについて、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html）

①令和７年中の収入がわかる書類
　源泉徴収票・収支内訳書・シルバー人材
センターの配分金支払証明書・個人年金
の支払証明書など

②納付証明書
　国民健康保険税・介護保険料・後期高齢
者医療保険料・国民年金保険料など

③控除証明書
　生命保険・地震保険など

④障害者控除を受ける人
　該当者の各種障害者手帳
　または障害者控除対象者認定証

⑤医療費控除を受ける人
　医療費控除の明細書または医療費通知・
その他必要書類（おむつ使用証明書、主
治医意見書など）

⑥寄附金（ふるさと納税など）控除を受ける人
　寄附金の受領書などの寄附先と寄附金額
を証明する書類

⑦申告者の本人確認書類
　顔写真あり／マイナンバーカード・運転免許証など１点
顔写真なし／被保険者証・年金手帳など２点

⑧申告者の個人番号確認書類
　マイナンバーカード・通知カードなど

⑨手続きをする人（来庁する人）の本人確認書類
　顔写真あり／マイナンバーカード・運転免許証など１点
顔写真なし／被保険者証・年金手帳など２点

⑩確定申告のお知らせ（税務署からのはがき）

⑪所得税の還付を受ける人
　申告者本人名義の預貯金口座番号がわかるもの

⑫国外在住の親族を追加で扶養する人
　送金証明書および親族であることを証明する書類

※申告会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる
収支内訳書や医療費控除明細書については、事前に自宅で作
成しておいてください。未作成の場合申告相談が後になる場
合があります。（申告会場での代行作成は行いません）

○給与所得控除の見直し：町県民税と同様。
○特定親族特別控除の創設：町県民税と同様。
（控除額は町県民税とは異なります）
○扶養親族等の所得要件の見直し：町県民税と同様。

○基礎控除の見直し（所得税のみ　※町県民税は変更なし）
　基礎控除額が合計所得金額に応じて引き上げられます。
　◆対象者：合計所得金額が2,350万円以下の人。
（合計所得金額が2,350万円超の人は変更ありません）

税制改正について詳しくは、町ホームページをご覧ください。



●各種車両の登録について
　公道を走行しない車両でも軽自動車税（種別割）の課税対象となるため、登録の申告をしてナンバープレートを取り付
ける必要があります。なお、すでに車両を所有している場合で未申告の場合は、速やかに申告をしてください。また、
下記の車両については申告を忘れやすいのでご注意ください。
・農作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなどの小型特殊自動車
・ペダル付き原動機付自転車
●県外で廃車、住所変更、名義変更をしたとき
　　養老町で課税されている125㏄を超える二輪車や軽自動車について、岐阜県外で登録内容を変更した場合は、養老町
での課税を止める（税止め）手続きが必要です。
●臨時運行許可（仮ナンバー）申請について
　　未登録や車検切れなどの車両を臨時で運行する場合、申請により仮ナンバーの交付を受けることができます。申請の
際に提示する自動車車検証や自賠責保険証明書が電子交付されている場合、自動車車検証については自動車検査証記録
事項の写しを、自賠責保険証明書については引き続き原本を書面で提示してください。

手続きの方法など、詳しくは町ホームページをご覧ください。

　軽自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在の登録所有者に課税されます。廃車や譲渡などにより、すでに車両を所有していない場合でも、
手続きをしない限り軽自動車税（種別割）は引き続き課税されます。各届け出先での手続きが４月２日以降になった場合には、月割課税制度
ではないため、その年度分の税金が課税されることになりますので、３月31日（土・日曜日の場合は前開庁日）までに手続きをしてください。
　なお、３月は窓口が大変混雑しますので、日にちに余裕を持って手続きをしてください。

●手続きが必要となる場合
　①車両を譲渡した　②使わなくなり処分する（した）　③盗難被害に遭った　④所有者が死亡した　など

軽自動車

二輪小型自動車
（排気量250ccを超えるもの）

軽二輪
（排気量125ccを超え250cc以下のもの）

小型特殊自動車
（農耕作業用トラクター・トレーラ、フォークリフトなど）

原動機付自転車
（排気量125㏄以下）

中部運輸局　岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648番地の１
☎050－5540－2053

軽自動車検査協会　岐阜事務所
羽島市福寿町千代田三丁目83番地

☎050－3816－1775

税務課
高田798番地
☎32－1103

車種 届け出先

※届け出に必要なものについては各届け出先にお問い合わせください。

大垣年金事務所　☎78－5166問

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
令和７年１月１日から令和７年９月30日までの間に国民年金保険料を納付した人には、令和７年10月中旬から下旬に
かけて、日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られています。令和７年10月１日から令和７
年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した人に対しては、令和８年１月下旬から順次送付されます。確定申告な
どで社会保険料控除を申告する場合は、送付される控除証明書をお使いください。控除証明書は「ねんきんネット」からい
つでも再交付申請をすることができます。申請受付後、１週間程度で発送されます。なお、電子データ送付対象者には書
面の郵送はありません。受け取った電子データは、国税庁の提供するe-Taxでの確定申告などに利用することができます。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に関しては、下記にお問い合わせください。



●生活支援ギフトカードを全世帯に配布します
　国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、町民全員を対象に生活支援ギフトカードを配布し
ます。

【対象となる人】
　１月１日現在で養老町住民基本台帳に登録のある人
【配布額】
　１人につき3,000円
【配布方法】
　世帯員分の金額をチャージしたギフトカード１枚を世帯主あてに郵送します。
　申請手続きは必要ありません。
　ただし、以下の場合は手続きが必要となります。詳しくは町ホームページをご覧ください。
　１．代理受領を希望される場合
　２．受領を辞退される場合
【配布時期】
　１月に対象世帯にご案内を送付しております。
　２月下旬よりギフトカードの発送を開始します。
　ギフトカードが利用できるのは３月１日からです。
【使用可能店舗】
　全国のVisa加盟店（店頭・ネットショップ）
　※一部利用対象外の店舗があります。詳しくは
　　バニラVisaギフトカードのホームページをご覧ください。
【使用期限】
　令和９年12月31日（金）まで

詳しくは町ホームページをご覧ください。　　　　　　　

●物価高対応子育て応援手当を支給します
　物価高騰が長期化し、さまざまな人に影響が及んでいます。その影響をより強く受けている子育て世帯を支援し、
子どもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
【対象となる人】
・児童手当支給対象児童（令和７年９月30日時点）を養育する父母など
・令和７年10月１日から令和８年４月１日までに出生した児童を養育する父母など
【支給額】
　児童１人につき２万円
【手続き方法】
　養老町から令和７年９月分の児童手当を受け取っている人および令和７年10月１日から令和８年１月31日まで
に出生した児童の保護者（公務員除く）は、原則申請不要です。
　（町から支給についての案内をお送りします。受け取りを希望しない場合は、所定の届出書を案内に記載された
期限までに提出してください）
※以下の場合は、原則申請が必要です。
　・令和８年２月１日から令和８年４月１日までに出生した児童の保護者
　・所属庁から児童手当を受給している公務員
　・10月１日以降に離婚（離婚調停中なども含む）により児童手当の申請が必要になった保護者　など
【支給時期】
　２月下旬より随時
詳細は、町ホームページまたはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

物価高騰に伴い町民生活を支援します！

総務課　☎32－1101問

子ども課　☎32－5078問

バニラVisaギフトカード
のホームページ

生活支援ギフトカードの
全世帯配布について
（町ホームページ）

物価高対応
子育て応援手当の
支給について

（町ホームページ）



総務課　☎32－1101問

建設課　☎32－5081問

水道課　☎32－5082問

　町の基本的な施策などを策定するにあたり、その趣旨や目的、内容を町民の皆さまに公表し、ご意見をいただくため、
パブリックコメントを実施します。町民の皆さまとともにまちづくりを進めていくため、皆さまのご意見をお聞かせくだ
さい。

第２期養老町国土強靱化地域計画（案）
　大規模災害時に機能不全に陥らず、迅速に復旧・復興できる「強靭なまち」をつくるための計画です。これまでにも「養
老町防災会議」をはじめ、アンケート調査などにより、さまざまな角度からご意見をいただきながら計画の内容を検討し
てきました。
【募集期間】　３月２日（月）まで
【提 出 先】　養老町役場　総務部総務課
　　　　　　〒503－1392　岐阜県養老郡養老町高田798番地
　　　　　　FAX：32－2686
　　　　　　メールアドレス：01yorosoumu@town.yoro.gifu.jp

養老町空家等対策計画（案）
　人口減少や生活スタイルの多様化などの影響により空き家が増加しているため、町民が安全・安心に暮らすことができ
る生活環境を確保し、活力あるまちづくりを推進するための計画を策定します。これまで「養老町空家等対策協議会」にお
いて協議するとともに、空き家の現地調査などを行うことで計画の内容を検討してきました。

【募集期間】　３月２日（月）まで
【提 出 先】　養老町役場　産業建設部建設課
　　　　　　〒503－1392　岐阜県養老郡養老町高田798番地
　　　　　　FAX：32－1946
　　　　　　メールアドレス：11kensetsu@town.yoro.gifu.jp

養老町下水道事業経営戦略（案）
　下水道事業の中長期的な経営の基本計画である「養老町下水道事業経営戦略」を策定します。策定にあたり、人口減少や
物価上昇などの社会情勢の変化に伴う見直しを踏まえた実効性のある計画とするため、これまで内容を検討してきました。

【募集期間】　２月20日（金）まで
【提 出 先】　養老町役場　産業建設部水道課
　　　　　　〒503－1392　岐阜県養老郡養老町高田798番地
　　　　　　FAX：32－1946
　　　　　　メールアドレス：12suido@town.yoro.gifu.jp

＜共通事項＞
【意見を提出できる人】　　本町に在住、在勤、在学の人など
【　提　出　方　法　】　　（1）窓口への持参　（2）郵送　（3）ＦＡＸ　（4）電子メール
※郵送の場合は、募集期間の末日までの消印のものを有効とします。
住所、氏名または名称（法人や団体の場合は代表者名も明記）、電話番号は必ず記載してください。
指定の様式はなく、様式は任意ですが、参考様式を町ホームページに掲載しています。
意見を提出された人の住所・氏名・名称・代表者名は公表しません。

　詳細は、町ホームページまたは各課窓口において閲覧できます。

パブリックコメントについて
（町ホームページ）



“持続可能な養老のまちづくり”“持続可能な養老のまちづくり”“持続可能な養老のまちづくり”

快適な車内で、少人数で実施するわかりやすいスマホ教室を開催します！
機種や携帯会社に関係なく、スマホをお持ちでない人でも受講することができます。

参加を希望する教室を下記予約窓口にてお申し込みください。
開催日は「スマホ相談窓口」も併設します。スマホに関するお困り事など、お気軽にご

相談ください。

移動型スマホ教室「スマホなんでもサポート号」

 スマホなんでもサポート号予約窓口
☎（通話料無料）0800－111－9442

◆開催場所

◆開 催 日 ３月

４日（水）・18日（水）

◆開催時間/内容

スマホ教室の
お知らせ

（町ホームページ）

定員

３人

２組

３人

時間

11時～
12時

13時～
14時

14時30分～
15時30分

定員

２組

３人

３人

内容 内容

町役場前　駐車場

個別相談会（先着２組、最大２人まで）
疑問・お困り事を集中的に解消

LINEでコミュニケーション
トークの送り方、写真・スタンプの送り方、グルー
プトークの作り方、ビデオ通話の仕方を学びます。
※LINEが利用可能なスマホを持参ください。

ネットやアプリを使ってみよう。インター
ネットでの調べ方、音声操作、アプリの追加、
移動方法を学びます。

Androidの使い方（応用編）

２月

４日（水）・18日（水）

個別相談会（先着２組、最大２人まで）
疑問・お困り事を集中的に解消

Androidの使い方（応用編）
ネットやアプリを使ってみよう。インター
ネットでの調べ方、音声操作、アプリの追加、
移動方法を学びます。

スマホの画面の見方、電話のかけ方・受け方、
文字入力、メールについて学びます。

Androidの使い方（入門編）

企画財政課　☎32－1102問

受付時間　９時～ 17時（土・日曜日、祝日も可）
※つながりにくい場合は、時間を空けてご連絡ください

※植物性天ぷら廃油の回収も行いますので、入っていた容器に入れてお持ちください。
　（せっけんやバイオディーゼル燃料にリサイクルします）

～生ごみ減量のための町民公開講座の開催について（案内）～
　生ごみの約80％は水分です。しっかり水を切ってからごみに出しましょう。生ごみは、そのまま燃えるごみとして出
すと焼却効率が悪く、多大な経費がかかります。生活と環境を考える会では、ＥＭ（有用微生物群）を活用したボカシを使っ
て生ごみを良質な肥料へと変え、野菜や花作りに活用して楽しんでいます。

２月６日（金） 13時20分　～　15時30分
町中央公民館　中ホール
米のとぎ汁発酵液の作り方・使い方 13時20分　～　13時25分
菜園講座「土づくりと夏野菜の種のまき時・注意点」 13時30分　～　15時30分
講師　柳瀬　正俊　氏
・土づくりと夏野菜の種のまき時と注意点について、実演をまじえながら講演と質疑応答を行います。
米のとぎ汁を２Ｌのペットボトルに入れてお持ちください。※とぎ汁発酵液を作ります。
（そのまま流すとヘドロの原因となる米のとぎ汁も、発酵液にして薄めて利用することで野菜や花作りにおけ
る肥料となります）
生活と環境を考える会　会長　佐竹　☎32－2386

開催日時
開催場所
内 容

持 ち 物

主 催

　地球温暖化がどんどん進み、酸性雨や線上降水帯などの自然災害の発生も増加しています。それに伴って、植物の育て方
や種のまき方も変化しています。昨年の夏は高温の日が続き、毎日畑の水やりに汗をかきましたが、秋には豊作でした。
　どなたでも参加できますので、お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。



●２月の開設日
　開設日　２月８日（日）　受付時間　９時～ 11時45分　受付場所　住民環境課窓口
※予約制ではありますが、手続きには１人あたり15分ほど時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。

●持ち物　＜カ ー ド の 申 請＞　個人番号カード交付申請書（お持ちの人のみ）、通知カード、
　　　　　　　　　　　本人確認書類
＜カードの受け取り＞　交付通知書（はがき）、通知カード、住民基本台帳カードまたは　　
　　　　　　　　　　　マイナンバーカード（お持ちの人のみ）、本人確認書類

　　　　　＜電子証明書更新、暗証番号再設定＞　マイナンバーカード

マイナンバーカードの申請、受け取り、電子証明書更新などの手続きについて、下記の日程で休日窓口を開設します。
休日窓口は完全予約制で、平日の８時30分から17時15分まで電話にて予約を受け付けします。

　養老町では「Smart Town YORO Project」の一環として、令和６年３月に健康アプリ「YORO健康通帳」をリリースし、
ウェアラブル端末と連携した健康記録の見える化や、ポイント付与による健康づくりの促進を行ってきました。しかし、
諸般の事情により「YORO健康通帳」のサービスは令和７年度末をもって終了させていただきます。これまでご利用いただ
いた皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。

【ポイント交換期限】２月28日（土）　　【サービス終了日】３月31日（火）　　　

※アプリに保有されているポイントは、交換期限までに必ず申請を済ませてください。
※現在、貸与中のFitbitの継続貸与につきましては、今後の方針が決まり次第改めてご案内します。

　町では引き続き、「養老Pay」を中心とした、誰一人取り残されない“老いを養うまち”養老町らしいデジタル化を目指し、
「Smart Town YORO Project」をさらに発展させていきます。今後のサービスにご期待ください。

システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。町ホームページでご確認ください。

スマートフォンやパソコンなどを使って、既に送付されている個人番号カード交付申請書のＱＲコードを読み取り、マ
イナンバーカードオンライン申請サイトにアクセスし、メールアドレスや顔写真などの必要事項を登録することでマイナ
ンバーカードの交付申請をすることができます。詳しくは「ＱＲコード付き交付申請書でマイナンバーカードをつくろう！
https://www.kojinbango-card.go.jp」をご覧ください。

※必ず本人が窓口にお越しください。
なお、15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。
※マイナンバーカードの申請や受け取り時に暗証番号を記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以
内および数字４桁）を決めておいてください。

【マイナンバーカードに関する手続きについて】

【マイナンバーカードの申請について】

次回の休日窓口開設日は、３月８日（日）です。※予約は２月９日（月）８時30分から受け付けします。



　町観光協会では３月20日（金・祝）に若水取りを執り行います。この若水取りにおいて、孝子・源丞内に扮していただ
ける人を募集します。

対　　象：町内に在住、在勤、在学の18歳以上の人（衣装の関係上、身長170㎝未満の人）
人　　数：２人　※応募者多数の場合は事務局にて決定します。
申込期限：２月28日（土）
申込方法：右記QRコードよりお申し込みください。
申込URL：https://logoform.jp/form/piKp/1375239

　町では、サテライト空き家相談事業として空き家に関しての悩みがある人などを対象に個別相談を開催しています。無
料相談を希望する人は、建設課までお問い合わせください。

【対 象 者】　町内空き家所有者など
（空き家所有者、今後相続などにより空き家の所有者になりそうな人、現在の住まいが空き家となる心配の
ある人など）

【日時・場所】　３月19日（木）13時～ 16時　町役場３階　第４会議室　にて開催します。

【予　　約】　事前予約が必要です。受付期間は２月27日（金）までとなりますので、平日９時から17時までに建設課窓口
または電話にて予約してください。

　「『親孝行と生涯学習を進めるまち養老』推進会議表彰」は、各支部やスポーツ少年団において地域の発展、地域住
民の生活や文化の向上に長年にわたり尽力された人の功績をたたえるため「同推進会議表彰規程」に基づき実施して
いるものです。
　今年度は１月18日（日）に開催された「同推進会議推進大会」の中で表彰式が執り行われ、各分野で功績のあった
29人と２団体が表彰されました。

表彰者【敬称略・（　）内は支部】
＜生涯学習＞
川口　裕之（高田）　河合　清司（高田）　髙木　茂夫（高田）　森　幸一（高田）
澁谷　君代（笠郷）　川口　美智代（笠郷）　村瀬　智春（日吉）　大久保　節子（日吉）　
春日　有貴江（町中央公民館）　髙木　のぶ子（養老）　日比　知江（養老）　
種田　由子（池辺）　村上　保（町中央公民館）

＜生涯スポーツ＞
矢島　幸一（高田）

＜青少年育成＞
西脇　玲子（笠郷）　黒田　茂喜（日吉）　菱田　秀樹（スポーツ少年団）　安藤　果奈（町中央公民館）
構子ども会育成会（笠郷）

＜町民憲章＞
大橋　保夫（高田）　鈴木　千可司（高田）　足立　和正（広幡）　小林　恒夫（上多度）　西脇　みちよ（笠郷）
　田　康宏（小畑）　佐竹　憲子（小畑）　大橋　和義（多芸）　山田　周一（多芸）　木村　政義（日吉）
飯積なかよしサロン（多芸）

申込フォーム



しみず　すい
川瀬　優汰
児玉　心桜
田中　陸斗
小林　晃輝 
小野　未結奈
川地　創太
足立　結奏
田中　愛理
遠山　みなみ
田中　結愛

（養北小学校１年）
（養老小学校２年）
（上多度小学校２年）
（養北小学校３年）
 （池辺小学校４年）
（笠郷小学校５年）
（日吉小学校５年）
（笠郷小学校６年）
（東部中学校１年）
（高田中学校３年）
（東部中学校３年）

やすだ　えみり
伊藤　臣
西村　怜華
所　愛依來
田中　優多
伊藤　颯人
清水　ひなた
北川　翔大
田中　愛理
坪井　　陵
清水　優奈
中澤　詩月

（笠郷小学校１年）
（笠郷小学校２年）
（養老小学校３年）
（広幡小学校３年）
（養老小学校４年）
（養老小学校５年）
（養北小学校６年）
（日吉小学校６年）
（東部中学校１年）
（東部中学校２年）
（高田中学校３年）
（東部中学校３年）

＜優秀賞の受賞者（敬称略）＞

【絵画】 【書道】 【工作】

　第59回　養老町美術展（少年の部）が令和７年12月13日（土）から21日（日）まで開催されました。
町内の小中学校から483点の出品があり、審査の結果、次の皆さまが優秀賞を受賞されました。

町美術展
（少年の部）

（池辺小学校６年）
（高田中学校１年）

杉野　彩風
大橋　そよか
保育園・こども園児の作品

84点

町内子ども会壁新聞優秀作品
13点

その他、町文化フェスティバルの催しとして以下のように各作品展が11月７日（金）～ 12月14日（日）まで開催されました。
※文化財企画展は11月１日（土）～３日（月・祝）・８日（土）・９日（日）に開催されました。

【こども園】 【壁新聞】

【絵　画】 【書　道】 【工　作】

こどもいけばな展文化財企画展養老教職員作品展養老町美術協会展 もいいも
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内
容　
水
道
メ
ー
タ
ー
の
検
針
業
務

■
勤
務
期
間　

毎
月
20
日
頃
〜
月
末

問
申
水
道
課　

☎
32

－

５
０
８
２

町
営
下
高
田
住
宅
Ｂ
棟

■
場
所　

高
田
６
９
８
番
地
５

■
戸
数　

１
戸

■
建
設
年
度　

平
成
５
年
度

■
構
造　

中
層
耐
火
構
造
３
階
建
・
戸

当
た
り
の
床
面
積
78
㎡
・
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃　

５
０
，
０
０
０
円

■
敷
金　

家
賃
の
３
カ
月
分

■
駐
車
料
金　

１
台
目
／
３
，
１
３
０

円
、
２
台
目
か
ら
２
，
０
８
０
円

町
営
岩
道
住
宅

■
場
所　

岩
道
４
５
８
番
地

■
戸
数　

６
戸（
Ａ
棟
１
戸
、Ｂ
棟
３

戸
、Ｃ
棟
２
戸
）

■
建
設
年
度　

Ａ
棟　

平
成
９
年
度
、

　
　
　
　
　

Ｂ
棟　

平
成
12
年
度
、

　
　
　
　
　

Ｃ
棟　

平
成
15
年
度

■
構
造　

Ａ
・
Ｂ
棟　

中
層
耐
火
構
造

３
階
建
、Ｃ
棟　

耐
火
構
造
２
階
建
・

戸
当
た
り
の
床
面
積
78
㎡
・
３
Ｄ
Ｋ

■
家
賃　

Ａ
棟　

４
万
１
３
０
０
円
、

　
　
　

Ｂ
棟　

４
万
６
５
０
０
円
、

　
　
　

Ｃ
棟　

４
万
９
０
０
０
円

■
敷
金　

家
賃
の
３
カ
月
分

■
駐
車
料
金　

１
，
５
６
０
円
／
台

〈
共
通
事
項
〉

■
入
居
資
格

・
現
在
、
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
の
前
年
の
扶
養
控
除
を

差
し
引
い
た
月
額
所
得
が
15
万
８
０
０

０
円
以
上
48
万
７
０
０
０
円
以
下
の
人
。

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

・
入
居
者
お
よ
び
同
居
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と
。

■
入
居
日　

申
込
か
ら
約
１
カ
月
後

問
申
改
良
住
宅
対
策
室

　

☎
32

－

５
０
７
９

〜
ひ
な
ま
つ
り
〜

■
日
時　

２
月
18
日（
水
）10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間　
２
月
９
日（
月
）８
時
30
分
〜

■
場
所　

町
中
央
公
民
館

■
対
象　

未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員　

先
着
15
組
程
度

■
参
加
費　
子
ど
も
１
人
に
つ
き
１
０
０
円

問
町
社
会
福
祉
協
議
会　

☎
34

－

３
５
０
４

●参加料が記載されていない事業は無料です。
TEL 32-1100㈹TEL 32-1100㈹ FAX 32-2686FAX 32-2686

養老町役場養老町役場



〜
①
体
を
つ
か
っ
て
遊
ぼ
う
〜

　

１
階
の
大
集
会
室
で
、
こ
こ
ろ
と
体
を

育
む
楽
し
い
運
動
遊
び
な
ど
を
行
い
ま
す
。

■
日
時　
２
月
20
日（
金
）10
時
〜
11
時
30
分

〜
②
子
育
て
カ
フ
ェ　

す
ま
い
る
〜

　

第
二
弾
！
パ
ー
ソ
ナ
ル
カ
ラ
ー
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
お
招
き
し
ま
す
。

■
日
時　
２
月
27
日（
金
）10
時
〜
11
時
30
分

■
定
員　

10
組

〜
③
ス
マ
イ
ル（
製
作
）〜

　

転
が
る
お
も
ち
ゃ
大
集
合
！「
こ
ろ
こ
ろ

遊
び
」を
親
子
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時　
３
月
４
日（
水
）10
時
〜
11
時
30
分

〈
共
通
事
項
〉

■
場
所　
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
２
階
わ
く

わ
く
ル
ー
ム
ま
た
は
１
階
大
集
会
室
）

■
対
象　

未
就
園
児
と
保
護
者

問
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）　

☎
32

－

１
１
４
７

〜
つ
ば
め
食
堂（
こ
ど
も
食
堂
）〜

　

み
ん
な
で
食
べ
る
と
お
い
し
い
ね
。

食
べ
た
後
は
児
童
館
で
遊
ぼ
う
♪

　

今
回
の
メ
ニ
ュ
ー
は「
チ
キ
ン
南
蛮

　

ほ
か
」で
す
。

※

食
事
の
持
ち
帰
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

■
日
時　

２
月
21
日（
土
）12
時
〜

■
申
込
期
間　

２
月
６
日（
金
）〜

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所　

町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

■
対
象　

中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ま

（
小
学
３
年
生
以
下
の
お
子
さ
ま
は

保
護
者
が
同
伴
し
て
く
だ
さ
い
）

■
定
員　

30
人

■
参
加
費　
子
ど
も
は
無
料
。
同
伴
の
保

護
者
は
３
０
０
円（
当
日
、
集
金
し
ま
す
）

問
申
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ「
結
」　

　

佐
野

　
☎
０
９
０

－

７
２
４
４

－

６
１
９
１

　
　

町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
児
童
館
）

　

☎
32

－

１
１
４
７

　
　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　
　

fukushi-ct@
tow
n.yoro.gifu.jp

　

季
節
イ
ベ
ン
ト『
い
ち
ご
』の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。

〜
①
ひ
な
ま
つ
り
〜

　

親
子
で
ひ
な
ま
つ
り
を
楽
し
み
ま

し
ょ
う
！

■
日
時　

２
月
25
日（
水
）10
時
〜
11
時

30
分（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間　

２
月
10
日（
火
）〜

（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
場
所　

町
中
央
公
民
館

■
対
象　

未
就
園
児
と
保
護
者

■
定
員　

10
組
程
度

■
参
加
費　

１
人
１
０
０
円

■
持
ち
物　
飲
料
水
な
ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。

〜
②
リ
ー
ス
作
り（
自
然
物
使
用
）・
プ

チ
こ
ど
も
食
堂
〜

　

自
由
に
リ
ー
ス
作
り
を
楽
し
み
、
プ

チ
こ
ど
も
食
堂
で
ラ
ン
チ
を
食
し
ま

し
ょ
う
！

■
日
時　

３
月
14
日（
土
）10
時
〜
13
時

（
受
付
９
時
30
分
〜
）

■
申
込
期
間　

２
月
28
日（
土
）〜

(

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す)

■
場
所　

町
中
央
公
民
館

■
対
象　

未
就
園
児
以
上
と
保
護
者

■
定
員　

10
組
程
度

■
参
加
費　

１
人
１
０
０
円（
当
日
、

集
金
し
ま
す
）

■
持
ち
物　
飲
料
水
な
ど
を
持
参
く
だ
さ
い
。

〈
共
通
事
項
〉

■
申
込　

申
込
期
間
内
に

 　
「ichigo_kosodate@
yahoo.co.jp

」

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご
専
用
メ
ー
ル)

へ
参
加
予
定
の
保
護
者
の
氏
名
、
お

子
さ
ん
の
名
前（
ふ
り
が
な
、
学
年
、

年
齢
）、
住
所
、
連
絡
先（
電
話
番
号
）

を
明
記
の
う
え
、
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※

こ
ど
も
食
堂
へ
の
お
申
し
込
み
は
、
ア
レ

ル
ギ
ー
の
有
無
も
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

携
帯
電
話
か
ら
申
し
込
む

人
は
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
メ
ー
ル
を

受
信
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

問
申
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご　

山
内
智
音 

　
☎
０
９
０

－

２
１
３
８

－

５
３
４
０

　

親
子
あ
つ
ま
れ
！
養
老
町
の
子
育
て

サ
ー
ク
ル
で
す
。
楽
し
い
親
子
プ
ロ
グ

ラ
ム
や
交
流
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

〜
親
子
ひ
ろ
ば
〜

〈
お
い
し
い
発
酵
交
流
会
〉

　

親
子
で
ヘ
ル
シ
ー
麹
調
味
料
つ
く
り

と
お
し
ゃ
べ
り
会
！

■
日
時　

２
月
28
日（
土
）10
時
〜
12
時

■
場
所　

Ｙ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ

詳
細
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

@
kosodate_share_coco46

に
て

問
申
子
育
て
シ
ェ
ア
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

　

川
瀬

　
☎
０
５
０

－

１
７
２
２

－

１
９
３
７

　
　

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　
　

Sharecoco46@
gm
ail.com

　

岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
主
催

の
依
存
症
専
門
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

■
日
時　
２
月
20
日（
金
）・
３
月
13
日（
金
）

13
時
30
分
〜
14
時
20
分
、
14
時
30
分
〜
15
時

20
分
、
15
時
30
分
〜
16
時
20
分（
要
予
約
）

■
場
所　
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
岐
阜
市
鷺
山
向
井
２
５
６
３

－

18
）

■
対
象　

ア
ル
コ
ー
ル
、
薬
物
、
ゲ
ー

ム
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
な
ど
へ
の
依
存
の
問
題
を
抱
え
て

い
る
人
な
ら
び
に
そ
の
家
族
な
ど

■
内
容　

面
談
に
よ
る
相
談
、
情
報
提

供
、
助
言
な
ど

■
申
込　

岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
へ
電
話
に
て
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

問
申
岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
８

－

２
３
１

－

９
７
２
４

　

様
々
な
問
題
を
複
合
的
に
抱
え
て
い
る

場
合
は
、
弁
護
士
や
臨
床
心
理
士
な
ど
の

専
門
家
に
相
談
す
る
こ
と
で
、
解
決
の
糸

口
が
見
つ
か
っ
た
り
、
心
の
負
担
を
軽
く

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

３
月
２
日（
月
）13
時
〜
16
時

（
要
予
約
）※

予
約
時
に
時
間
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

■
場
所　
西
濃
保
健
所（
西
濃
総
合
庁
舎

　

大
垣
市
江
崎
町
４
２
２

－

３
）

問
申
西
濃
保
健
所　

健
康
増
進
課

　

☎
73

－

１
１
１
１

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣
は
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
津
島
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
桑
名
と

合
同
で「
令
和
７
年
度
木
曽
三
川
合
同

就
職
フ
ェ
ア
」を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時　

２
月
13
日（
金
）13
時
30
分　

〜
15
時
30
分　
（
開
場
13
時
）

■
場
所　

海
津
市
Ｏ
Ｃ
Ｔ
文
化
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル　
（
海
津
市
海

津
町
高
須
５
８
５

－

１
）

■
対
象　

一
般
求
職
者
お
よ
び
令
和
８

年
３
月
卒
業
予
定
者
、
卒
業
後
３
年

以
内
の
既
卒
者

■
参
加
企
業　

27
社（
予
定
）

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
垣　

求
人
企
画
部
門

☎
73

－

９
２
９
６

　

12
月
の
上
水
道
の
水
質
検
査
の
結
果

は
、
各
検
査
項
目
と
も
異
常
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

問
水
道
課　

☎
32

－

５
０
８
２





町
民
文
芸

(

敬
称
略)

　４月１日より各受給者証の受給者番号が変更されることに伴い、現在お持ちの受給者証の使用期間は
受給者証記載の有効期限にかかわらず３月31日までとなります。４月１日以降、現在お持ちの受給者証
は使用できませんのでご注意ください。
　４月１日以降も引き続き受給要件を満たす対象者には、３月下旬頃までに新しい受給者証を順次郵送
いたします。対象となる福祉医療費受給者証については、町ホームページをご確認ください。　 福祉医療費受給者証

の有効期限について
（町ホームページ）

令和８年７月より
下水道使用料が
変わります

（町ホームページ）

八
十
路
過
ぎ
妻
と
の
余
生
の
楽
し
さ
よ
ひ
と
日
ひ
と
日
を
愛
し
み
生
き
ん　

大
橋
正
典

こ
ろ
ば
な
い
心
に
命
令
さ
あ
畑
に
苺
苗
植
え
生
き
返
っ
た
気
す
る　
　
　
　

村
上
や
す
子

絶
望
も
ど
ん
底
も
知
ら
ぬ
あ
な
た
に
は
短
歌
は
無
理
と
妻
は
よ
く
言
う　
　

河
村
紀
年

生
前
の
曽
祖
母
と
触
れ
合
ふ
こ
と
な
く
も
あ
ま
た
の
話
題
に
体
温
を
知
る　

山
本
重
孝

蜂
屋
柿
甘
干
出
来
し
よ
く
見
れ
ば
表
半
分
鳥
の
え
さ
な
り　
　
　
　
　
　
　

清
水
康
子

来
た
道
を
振
り
返
え
見
れ
ば
短
く
も
先
ゆ
く
道
は
な
ほ
短
く
て　
　
　
　
　

大
橋
二
美

◆
ま
ほ
ろ
ば
短
歌
会

短
歌
を
一
緒
に
勉
強
し
た
い
と
希
望
さ
れ
る
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

連
絡
先　

大
橋
正
典　

☎
０
９
０

－

１
４
１
５

－

２
３
８
７

申問 町保健センター　☎32－9025

　人生100年時代と言われている現代において、いき
いきと自分らしく生活するために、食事は健康づくり
にかかせません。初心者でも安心して調理できるよう、
基本から学びます。お手軽レシピで楽しく料理をはじ
めてみませんか？

日　時：２月19日（木）９時30分～ 12時30分
場　所：町中央公民館　２階第３会議室、調理室
対　象：町内在住の18歳以上の男性
定　員：16人
持ち物：エプロン、三角巾、ふきん、参加費300円
申　込：２月13日（金）までに町保健センターへ電話

にてお申し込みください。

ろ
ば
短
歌
会 町
民
文

町
民
文
芸

(

敬
称
略)

　下水道等（公共下水道、農業集落排水、コミュニティ・プラント）使用料を下記のとおり改定することとなりましたので、
お知らせします。
１．改定後の使用料（税込）

２．改定使用料の適用日：６月１日（月）から
　※６月１日以前より継続して使用している場合は、経過措置として８月請求分（７月使用分）から適用となります。
３．改定理由
　当町の下水道等事業は、下水道等を使用している皆さまからいただく使用料収入によって、経営に必
要な経費をまかなう独立採算制を原則として経営していますが、昨今の人口減少などによる使用水量の
減少に伴う減収や、電気料金などのエネルギー価格および物価高騰などによる支出の増加により、現状
では使用料収入で維持管理費さえまかなえておらず、町の一般会計から補てんされています。さらに、
今後更新時期を迎える設備の更新財源を確保する必要もあります。
　今回の改定は、経営基盤の強化を目的とし、使用料を改定するものです。今後につきましても、使用
料の適正化について上下水道事業経営審議会において継続的に審議を行ってまいります。

10㎥まで

水　量

192円

超過料金（１㎥につき）
基本料金（１月につき）

2,860円 

使用料



　

終
電
を
逃
し
た
ア
ラ
フ
ォ
ー
女
性
、

危
篤
の
母
親
の
病
院
へ
急
ぐ
息
子
、
崖

っ
ぷ
ち
の
プ
ロ
野
球
選
手…

。
タ
ク
シ

ー
運
転
手
は
、
目
的
地
ま
で
お
客
さ
ん

の
人
生
に
そ
っ
と
寄
り
添
う
。

　

岐
阜
市
街
地
に
あ
り
金
華
山
を
貫
く

ト
ン
ネ
ル
に
纏
わ
る
恐
怖
体
験
談「
鴬

谷
ト
ン
ネ
ル
」、
天
下
分
け
目
の
戦
い

の
跡
地
で
起
き
た
数
々
の
怪
奇
現
象

「
関
ケ
原
奇
譚
」…

。
日
本
史
の
結
節
点

で
あ
り
な
が
ら
山
河
の
大
自
然
に
恵
ま

れ
た
岐
阜
県
の
怪
談
を
多
数
収
録
。

　

子
ど
も
が
い
た
ら
、き
っ
と…

。恋
愛
、

結
婚
、
出
産
に
つ
い
て
動
機
も
熱
量
も

異
な
る
女
性
４
人
の
ド
ラ
マ
。「
ほ
し

い
」に
つ
き
動
か
さ
れ
た
欲
望
と
葛
藤

の
行
き
つ
く
先
、
思
い
も
よ
ら
な
い
衝

撃
の
ラ
ス
ト
と
は…

？

　

社
会
は
結
婚
を
前
提
に
で
き
て
い
て
、

独
身
者
向
け
の
本
は
い
い
パ
ー
ト
ナ
ー

を
見
つ
け
る
方
法
ば
か
り
。
ソ
ロ
・
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
唱
導
す
る
著
者
が
、
ひ

と
り
で
い
る
こ
と
の
喜
び
、
社
会
性
、

充
実
感
、
規
則
に
し
ば
ら
れ
な
い
幸
せ

な
人
生
の
送
り
か
た
を
紹
介
す
る
。

　

弁
護
士
や
税
理
士
な
ど
、
相
続
に
ま

つ
わ
る
相
談
を
数
多
く
手
が
け
て
き
た

専
門
家
が
実
際
に
遭
遇
し
た
事
案
を
も

と
に
、
相
続
で
起
こ
り
が
ち
な
紛
争
の

事
例
を
25
例
紹
介
。

　

自
閉
症
を
も
つ
双
子
の
姉
が
い
る

〝

き
ょ
う
だ
い
児〞

葉
澄
は
、
大
き
く

な
る
に
つ
れ
、
家
族
を
思
う
気
持
ち
と

自
分
の
気
持
ち
と
の
板
挟
み
に
な
る
。

そ
ん
な
あ
る
日
、「
き
ょ
う
だ
い
会
」に

出
会
い…

。

　

け
い
ち
ゃ
ん
が
す
き
な
も
の
は
、
ポ
テ

ト
。
か
ん
ち
ゃ
ん
が
す
き
な
も
の
は
、
き

ょ
う
り
ゅ
う
。
き
み
が
す
き
な
も
の
は
、

な
あ
に
？
い
ろ
い
ろ
な
子
ど
も
と
家
族
の

「
す
き
」が
い
っ
ぱ
い
の
お
話
。

　

ハ
ル
の
絵
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
た
。

す
な
お
に
あ
や
ま
れ
な
く
て
、「
ご
め
ん
。」

と
手
紙
を
書
い
た
ら
、
な
ん
と「
ご
め
ん
。」

の
文
字
が
逃
げ
出
し
た
！
そ
う
た
の「
ご
め

ん
。」は
、
商
店
街
へ
と
逃
げ
て
い
き…

!?

●
読
み
聞
か
せ

　

毎
月
、
読
み
聞
か
せ
サ
ー
ク
ル
に
よ
る

読
み
聞
か
せ
が
あ
り
ま
す
。

◇
た
ね
ど
ん
ど
ん　
第
１
・
２
・
４
土
曜
日

◇
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
ち
ご　

第
３
土
曜
日

◇
お
は
な
し
て
ま
り　

第
２
日
曜
日

　

各
読
み
聞
か
せ
は
14
時
〜

◇
赤
ち
ゃ
ん
の
お
は
な
し
会

日
時　

２
月
３
日（
火
）・
３
月
３
日（
火
） 

　

10
時
30
分
〜

◇
大
人
の
読
み
聞
か
せ

日
時　

２
月
19
日（
木
）10
時
30
分
〜

場
所　

図
書
館
１
階
お
話
コ
ー
ナ
ー

●
缶
バ
ッ
ジ
作
り

日
時　

２
月
７
日（
土
）14
時
30
分
〜

場
所　

図
書
館
１
階

指　

導　

児
童
館
職
員

参
加
費　

無
料

　養老鉄道では、高校受験に臨む受験生を応援するため、三重県および岐阜県内の公立高校、特別支援学校を受験する学
生を対象に入試日の運賃を無料とする「受験生応援　無料乗車キャンペーン」を実施します。

内　　容：受験票を駅員に提示することで試験日の乗車が無料になります。
　　　　　無人駅からの乗降の場合は、運転士または車内係員に提示してください。
対 象 者：三重県北学区の公立高校および特別支援学校、岐阜県西濃・岐阜地区の公立高校および特別支援学校を受験する人で、  

入試日に受験票を提示いただいた受験生
対象路線：養老鉄道全線

行
事
・
お
知
ら
せ

お
す
す
め
の
本

「
断
食
芸
人
」

フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
／
著　

立
東
舎

「
タ
ク
ジ
ョ
！
」

小
野
寺 

史
宜
／
著　

実
業
之
日
本
社

「「
ソ
ロ
」
と
い
う
選
択
」

ピ
ー
タ
ー
・
マ
グ
ロ
ウ
／
著　

青
土
社

「
岐
阜
怪
談
」

田
辺 

青
蛙
／
著　

竹
書
房

「
君
の
火
が
ゆ
ら
め
い
て
い
る
」

落
合 

由
佳
／
作　

講
談
社

2月

町図書館
☎33-0215

休館日
２月２日（月）・９日（月）

16日（月）・24日（火）
27日（金）

「
で
も
、
ほ
し
い
」

山
下 

紘
加
／
著　

Ｕ-

Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ

「
わ
た
し
が
す
き
な
も
の
」

た
け
う
ち 

ち
ひ
ろ
／
作　

ア
リ
ス
館

「
ま
て
ま
て
、
ご
め
ん
。」

渡
辺 

朋
／
文　

童
心
社

「
損
す
る
相
続
実
例
25
」

日
経
マ
ネ
ー
／
編　

日
経
Ｂ
Ｐ

〒503-1316
岐阜県養老郡養老町押越37番地39(株)花の店カトー

フラワーギフト
営業時間

祝　日

定休日
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ほうれん草とにんじんの白和え〈副菜〉

作り方

白和えは、豆腐の水切りなど大変と思われがちですが、電子レ
ンジを使えば、豆腐の水切りは簡単にできます。豆腐と野菜の
水気をとり、豆腐をなめらかになるまで混ぜると口当たりがよ
く、野菜とよくからんでおいしい白和えが出来上がります。

材料（４人分）

Ａ
木綿豆腐 ・・・・・１／２丁
にんじん ・・・・・１／２本
ほうれん草 ・・・・・・１把

　しょうゆ ・・・・大さじ１
　砂糖 ・・・・・・大さじ１
　白すりごま ・・・大さじ２

①　木綿豆腐はキッチンペーパーに包み、600Wの電子レンジ
で１分30秒ほど加熱する。

②　にんじんは細切りにしてゆでる。
③　ほうれん草をゆで、流水にさらして水気をしぼり、３㎝
　　長さに切る。
④　ボウルに豆腐をくずしながら入れ、Aを混ぜる。にんじん、

ほうれん草を加え、和える。

　

令
和
７
年
12
月
18
日（
木
）に
大
垣

消
防
組
合
消
防
本
部
で
開
催
さ
れ
た

「
大
垣
消
防
組
合
救
急
技
術
発
表
会
」

に
町
消
防
本
部
の
救
急
隊
と
通
信
指

令
員
が
発
表
隊
と
し
て
出
場
し
ま
し

た
。
救
急
隊
員
が
現
場
で
行
う
処
置

と
１
１
９
番
通
報
受
信
時
の
対
応
に

つ
い
て
発
表
し
、
西
濃
地
域
の
救
急

専
門
医
か
ら
指
導
と
助
言
を
受
け
、

救
急
対
応
能
力
の
向
上
を
図
り
ま
し

た
。

　

昨
年
、
岩
手
県
大
船
渡
市
で
発
生

し
た
大
規
模
林
野
火
災
を
教
訓
と
し
、

町
火
災
予
防
条
例
の
一
部
が
改
正
さ

れ
、
１
月
１
日
か
ら
林
野
火
災
の
予

防
を
目
的
と
し
た「
林
野
火
災
注
意

報
・
警
報
」の
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

林
野
火
災
が
発
生
し
や
す
い
１
月

か
ら
５
月
の
期
間
に
お
い
て
、「
前
３

日
の
合
計
降
水
量
が
１
㎜
以
下
、か
つ
、

前
30
日
間
の
合
計
降
水
量
が
30
㎜
以

下
」ま
た
は「
前
３
日
間
の
合
計
降
水

量
が
１
㎜
以
下
、
か
つ
、
乾
燥
注
意

報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
」の
い
ず
れ
か

の
条
件
に
該
当
す
る
際
に「
林
野
火
災

注
意
報
」を
発
令
し
ま
す
。
発
令
期
間

中
は
、
屋
外
で
の
た
き
火
や
喫
煙
な

ど
の
火
の
使
用
に
対
す
る
制
限
が
あ

り
ま
す
。

　

林
野
火
災
注
意
報
の
発
令
基
準
に

加
え
、
強
風
注
意
報
が
発
表
さ
れ
た

場
合
に
は
、「
林
野
火
災
警
報
」を
発

令
し
ま
す
。
警
報
の
発
令
期
間
中
は

火
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
ま
す
。
詳
し

く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
林
野
火
災
を
起
こ
さ
な
い
た

め
に
皆
さ
ま
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

救
急
技
術
発
表
会
に
出
場

消
防
出
初
式
を
開
催

「
林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
」の

発
令
に
つ
い
て

たんぱく質
4.9g

脂質
3.9g

●１人分栄養量
カルシウム
125mg

食塩相当量
0.7g

野菜摂取量
87.5g

エネルギー
83kcal

林野火災注意報・警報の
運用について

（町ホームページ）

　

１
月
11
日（
日
）に
町
中
央
公
民
館

に
て
、
令
和
８
年
消
防
出
初
式
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
消
防
関
係
者
の
士

気
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
連
携
の

確
認
を
す
る
こ
と
で
、
消
防
の
仕
事

始
め
と
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
式
終
了
後
に
は
養
老
鳶
は

し
ご
登
り
保
存
会
に
よ
る
新
春
演
舞

が
披
露
さ
れ
、
強
い
風
が
吹
く
厳
し

い
条
件
の
中
に
も
関
わ
ら
ず
、
次
々

と
繰
り
出
さ
れ
る
迫
力
満
点
の
妙
技

に
、
観
客
か
ら
は
大
き
な
歓
声
が
あ

が
り
ま
し
た
。
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　これから婚活をはじめようと思っている人や現在婚活でお困りごとがある人の悩みや相談を、養老町婚活サポー
ターがお聞きします。どんな話でも結構ですので、お気軽にご参加ください。
　また、おみサポ・ぎふ会員は、県が運営する「ぎふ広域結婚支援相談ネットワーク（おみサポ・ぎふ）」の閲覧が可
能です。（閲覧を希望する場合は、写真付き身分証明書の提示が必要です）
　希望者には、その場で養老町婚活サポーター制度や、おみサポ・ぎふの登録受付も行います。（印鑑およびプロ
フィール写真の持参が必要です　※おみサポ・ぎふの即日のご利用はできません）

１．使用期限（延長後）
　　令和11年３月末まで

２．対象児童
　①平成31年４月２日から令和７年４月１日までに出生し、令和７年４月１日時点で町に住民登録がある児童
　②令和７年４月２日から令和８年４月１日までに出生し、出生の時点で町に住民登録がある児童
　③平成31年４月２日から令和８年３月31日までに出生し、令和７年４月１日から令和８年３月31日までの間に
養老町に転入した児童

３．利用について
　ようろうっこサポートクーポンは、養老町ファミリー・サポート・センター
および病児保育園Support youの利用料として１ポイント＝１円分で利用
いただけます。ぜひご活用ください。

　申込方法などの詳細は、コンサポようろう　マリサポ相談室
（http://konsapo-yoro.com/（右記QRコード））をご参照ください。
次回の相談室開催は、３月15日（日）を予定しています。
【運営委託】養老町婚活サポーターの会

日　　時：２月11日（水）９時～ 12時　※１人あたり１時間程度（事前申込制）
場　　所：町中央公民館　２階第４会議室
参 加 費：無料
対 象 者：婚活をしようとしている人・している人（本人以外も可）
申込期限：２月10日（火）正午　※先着順

マリサポ相談室申込
フォーム

養老町病児保育園
Support you

養老町ファミリー・
サポート・センター

　令和７年６月より随時配布している「ようろうっこサポー
トクーポン」において、ご利用いただける期間を延長します。
ようろうっこサポートクーポンは、養老町ファミリー・サ
ポート・センターおよび病児保育園Support youで利用で
きるクーポンです。 み ほ んみ ほ ん



申込フォーム

　家庭を明るく、和やかにするための日常生活の法則（くらしみち）を学びます。法則を知ることにより子育ての自
信と安心が高まります。          
　講話のあとは、講師（生活倫理相談士）を囲んでお茶を飲みながら、悩みを気楽に話したり、聞いたり、アドバイ
スをもらったり…

Peace of mind　安心　Interaction　交流　Parent　親　Positivity　前向き　Open　開かれた場所
      
“ほっとできる居場所　PIPPO”　初めての人も大歓迎！　子育ての合間のリフレッシュにぜひご参加ください。 

日　　時：２月15日（日）　10時～ 11時30分     
場　　所：町中央公民館　第２会議室
　　　　　※個別相談可、無料託児あり（託児が必要な場合は申込時に予約してください）
講　　師：一般社団法人　倫理研究所　中瀬加依心
対 象 者：妊婦から中学生までの子を持つ親
参 加 費：500円
申込方法：メール　familyethicsyoro＠outlook.jp
　　　　　インスタグラム　@ pippo_yoro　または申込フォーム（右記QRコード）

変化に強い子に育てるには
～トラブルに負けない～  

テ ー マ：

　これまで、民事訴訟手続きでは、書類を提出するために裁判所へ持参していただくか、郵送していただく必要が
ありました。また、訴訟記録を閲覧する場合には、裁判所に出向く必要がありました。これからは、これらの手続
きをオンラインで行うことができるようになります。

訴状や証拠などのオンライン提出など

　訴状、準備書面、証拠などをオンラインで提出できるようになります。また、これらの書類や裁判所から送られ
る判決書などを、オンラインで受け取ることができるようになります。

訴訟記録の電子化、オンライン閲覧

　提出された書面などは電子データで保管され、判決書や調書なども電子データで管理されます。これにより、当
事者などであれば、オンラインで裁判記録を閲覧することができるようになります。

ウェブ会議で期日に参加

　民事訴訟の期日では、裁判所の判断によりウェブ会議で参加することが可能となっています。
（※令和６年３月１日に先行施行）
　詳しくは裁判員制度ウェブサイト
（https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html）をご覧ください。 民事裁判手続きの

デジタル化について















問建設課　☎32－5081

各種相談無料でできます
相談種類 相談日 時間 連絡先

人権相談 　   ２月18日(水) 13時～16時 健康福祉課
☎32－1105町老人福祉センター

行政相談
（行政への苦情などを受けます） 　  ３月11日(水) 13時～16時 総務課

☎32－1101町老人福祉センター

心配ごと相談 　  ２月18日(水)
   ３月11日(水) 13時～16時 町社会福祉協議会

☎34－3504町老人福祉センター

　　2月　6日（金）
　   3月　6日（金）定期職業相談

13時30分～
15時30分 町福祉センター

☎32－1147
町福祉センター

場所

法律相談
（弁護士が相談を受けます）

要予約 　  ２月19日(木) 13時～15時 町社会福祉協議会
☎34－3504町老人福祉センター

　　２月２日(月)・16日(月)
    ３月２日(月)

消費生活相談
（消費生活相談員が相談を受けます）

10時～12時
13時～15時

産業観光課
☎32－1108産業観光課

随時
メールでご相談ください。(申込先メールアドレス：yoro@yorocon.com) 

マリサポメール相談室
（婚活相談会）

子ども課
☎32－5078

都合により、予定が変更となる場合があります。

要予約 　　２月10日(火)
    ３月10日(火)

ひきこもり相談
発達障がい支援相談

13時30分～15時
終了時間は変更す
る場合があります

健康福祉課
☎32－1105町中央公民館　第１会議室（　　　　　）

月に１回開催（第１金曜日のみ）となりました。

県道養老垂井線「橋爪大橋」が２月21日（土）に開通します
　県が養老町橋爪地内で整備を進めている、県道養老垂井線「橋爪大橋」が２月21日（土）15時に開通します。開通に伴い、
同日10時から橋爪大橋架橋建設促進期成同盟会（養老町・大垣市・垂井町にて構成）主催による開通式典（開通式および
セレモニー）を予定しているため、セレモニーや供用開始の準備などにより、下図のとおり橋爪大橋付近の牧田川左岸提
を８時から15時にかけて全面通行止めとします。
　普段からこの道路をご使用されている皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をいただきます
ようお願いいたします。

広報ようろう　2026.2.1 30

全面通行止箇所橋爪大橋
「　  　　　 」セレモニー 会場

普通車はスマートＩＣ
のアクセス道路を使用
しての迂回が可能

大型車両等迂回路
×

×
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養老町民会館（大ホール）　※町図書館は通常どおりご利用いただけます。

　養老町民会館は、平成３年（1991年）の開館以来、町民の芸術文化の中心的な
施設として、多くの皆さまにご利用いただいてまいりました。当施設は、老朽
化に伴う空調設備の故障により、令和７年９月から貸館を停止し、再開に向け
て準備を進めているところですが、さらに工期が必要となる見通しであるため、
年内は貸館を停止することといたしました。
　利用者の皆さまにはご不便とご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をい
ただきますようお願いいたします。

養老町民会館の空調改修工事に伴う貸館停止について

◆貸館停止施設
令和８年12月末まで（予定）◆貸館停止期間

問 町中央公民館　☎32－1281
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期日までに忘れずに納めましょう

＊口座振替日は3月2日（月)です。

編　集　後　記
　表紙に掲載しましたが、目揃え会なるものを初めて取
材させていただきました。真剣な表情でイチゴとトマト
の品質や規格について確認している参加者の中に、小・
中学校の同級生を見つけたので声をかけたのですが、昔
を懐かしむ気持ちとともに、このまちで生きる道を選び、
農家として活躍している姿はなんだか誇らしく、少し感
動してしまいました。　  　　　　　　 　　　　　Ｍ・Ｏ

◆固定資産税　　　　　　　  ４期分
◆国民健康保険税　　　　　  10期分
◆介護保険料　　　　　　　  ６期分
◆後期高齢者医療保険料　　  ８期分
◆水道使用料・下水道使用料・
住宅使用料・その他使用料など ２月分

人口
男
女
世帯数

…
…
…
…

（－66）
（－31）
（－35）
（－8）

人
人
人
世帯

25,471
12,614
12,857
10,498

 

ゆ
う
し
ん

む
つ
き

い
と
か

広報ようろう　2026.2.131



養老町の子育てサイト
乗って守ろう
養老鉄道

子育てに関する情報が満載！
iPhone版 Android版 フィーチャーフォン

（ガラケー）版PC/スマホ版

養老町防災行政情報
■養老町防災アプリ

あんしん防災ネット
■養老町の防災情報メール配信
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養老町の子育て支援アプリ
妊娠から出産、育児までをフルサポート！

YouTube チャンネル
スマイルげんちゃんねる

　12月13日（土）に、町公式ファンクラブ『YORO SUPPORTER WORLD（YSW）』が企画するSUPPORTER限定イベント「YORO 
TOUR」を開催しました。第１弾となる今回は、YSWの“フレンドシップパートナー店舗”である玉泉堂酒造株式会社とコラボし、養
老の地酒体験と酒蔵見学ツアーをお楽しみいただきました。普段は見ることができない日本酒造りの裏側を、最高責任者である杜氏
による案内のもとで見学することができ、とても贅沢な時間となりました。見学後には、解説を聞きながら養老の地酒を飲み比べ、
杜氏と日本酒談義に花を咲かせるなど、特別な体験となりました。『YORO SUPPORTER WORLD』は、今後もわくわくするような
イベントを企画し、養老の新たな魅力を発信するとともに、SUPPORTER同士の交流を図っていきます。

　１月11日（日）に、町中央公民館中ホールにて「令和８年養老町はたちの集い」が開催され、20歳という人生の節目を迎えた人たちの新
たな門出を祝いました。着物やスーツ姿の参加者が、晴れやかな表情で久しぶりに会った友人と談笑したり、写真撮影を行う光景があち
こちで見られました。代表者宣誓では、これまで愛情深く育て、見守ってくれた人たちへの感謝とともに、各校区のサブタイトル「挑む」「新
たな旅路へ」に込めた思いを胸に、それぞれの目標へ向かい未来を切り拓いていく決意が語られました。川地憲元町長からは、20歳の節
目にあたり「人との繋がりやこれまでの経験を生きる力とし、無限の可能性に向かって果敢に挑戦してください」と言葉が贈られました。
　式典後には「恩師と語る会」が開催され、中学３年生の時にお世話になった恩師との再会を喜び、豪華景品が当たる抽選会では、大いに
盛り上がりを見せていました。

養老町はたちの集い
　～挑む～（高田中学校区）/ ～新たな旅路へ～（東部中学校区）令 和８ 年

YORO SUPPORTER WORLD × 玉泉堂酒造（株）

「YORO TOUR」～養老地酒体験・酒蔵見学ツアー～を開催しました ！  


